
様式第４号（第７条関係） 

 

パブリックコメント募集案件概要書 

【案件名：つくば市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の全

部を改正する条例（案）】 

つくば市政策イノベーション部情報政策課 

 

○ 計画等を必要とする背景・提案に至るまでの経緯 

「つくば市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」は、紙面

で行われていた申請等の手続を電子で行うことを可能とするため、平成 16年（2004

年）に制定しました。この根拠となる「行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する法律」が「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」へ改

正されたことを踏まえ、「つくば市情報通信技術を活用した行政の推進等に関す

る条例」として全部改正を図るものです。 

 

○ 他の自治体の類似する計画等の事例 

・加古川市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例 

・金沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

・東京デジタルファースト条例 

・川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 ほか 

 

○ 未来構想における根拠又は位置付け 

未来構想では、Ⅳ「市民のために科学技術をいかすまち」として「新たな技術や

価値の導入によるまちの進化」を掲げています。本条例改正による先進的な情報

通信技術を活用する基盤の整備は、市民生活に広く資することになります。 

 

○ 関係法令、条例等 

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 

（旧称：行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律） 

 

 

○ 計画等の実施により予測される影響及び効果（算出できるものはコストを含む。） 

本改正により、オンラインでの本人確認や情報連携による書類の添付省略を可能

とする等の条項が追加されるため、電子申請の利用による市民生活の利便性の向

上が見込まれます。 

 

  



つくば市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の全部改正について

１ 条例改正の経緯

本条例は、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」（以下「行政手続オンライン化法」という。）の趣旨に基づき、紙面で

行われていた申請等の手続を電子で行うことを可能とするため、平成16年（2004年）に制定しました。

これにより、紙による申請に代えて電子申請等を可能としてきたところですが、令和元年（2019年）12月、行政手続オンライン化法は「情報通

信技術を活用した行政の推進等に関する法律」へと名称が変更されるとともに、さらなる行政手続等の利便性向上を図るため、行政手続の原則オ

ンライン化と、それに必要な事項が定められました。

これを受け、今後更なる利用の拡大が見込まれることとなる電子申請等による行政手続に係る本条例を、現行法の基本原則の趣旨に沿った形へ

整えるための改正へ向けた本市の考え方がまとまりましたので、市民意見の募集を行います。

２ 行政手続オンライン化法の改正内容

行政手続オンライン化法の改正により、行政のデジタル化に関する

基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項が定め

られました。

① 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（デジタル行

政推進法）へ名称を変更

② 電子申請や電子メール等を活用した行政手続のオンライン実施の

原則化（本人確認及び手数料納付もオンライン化）

③ 行政機関同士の連携により入手や参照が可能な情報について、添

付書類を不要とする規定の整備

④ 高齢者等に対する相談や助言等の援助により情報通信技術の利用

のための能力格差是正

⑤ オンライン化実現のための情報システム整備計画の策定

※これらは地方自治体においては努力義務として規定されています。

３ 本市の対応

本条例を次のように改正します。

① つくば市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例へ名

称を変更

② 行政のデジタル化に関する基本原則を踏まえて整理

③ オンラインでの本人確認（署名に代えた個人番号カードの利用）

を可能とする条項の追加

④ 情報連携等で入手可能な添付書類の省略を可能とする条項の追加

４ 今後の予定

令和４年（2022年）２月：パブリックコメント実施（25日開始予定）

令和４年（2022年）４月：意見を踏まえて改正案の再検討

令和４年（2022年）６月：令和４年６月定例会に議案提出
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つくば市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成16年つくば市条例第34号）新旧対照表 

改正後 改正前 

○つくば市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例 ○つくば市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 

平成16年９月29日 平成16年９月29日 

条例第34号 条例第34号 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術

を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、

手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、

もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

第１条 この条例は、市の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこと

ができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向

上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 条例等 市の条例及び規則（地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４

第２項に規定する規程及び地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第10条に規

定する企業管理規程を含む。以下同じ。）並びにその他の申請、届出その他の

手続に係る市の機関等が定める根拠となる規程及び規定（地方自治法第244条の

２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）にあっては、

市の公の施設の管理に関する手続に係るものに限る。）並びに茨城県知事の権

限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年茨城県条例第44号）及び

茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年茨

城県条例第73号）により市が処理することとされた事務について規定する茨城

県の条例及び規則をいう。 

(1) 条例等 市の条例及び規則（地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４

第２項に規定する規程及び地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第10条に規

定する企業管理規程を含む。以下同じ。）並びに茨城県知事の権限に属する事

務の処理の特例に関する条例（平成11年茨城県条例第44号）及び茨城県教育委

員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年茨城県条例第73

号）により市が処理することとされた事務について規定する茨城県の条例及び

規則をいう。 

(2) 市の機関 市長、地方自治法第138条の４第１項の規定に基づき市に置かれる (2) 市の機関 市長、地方自治法第138条の４第１項の規定に基づき市に置かれる
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執行機関、議会、公営企業管理者若しくはこれらに置かれる機関若しくはこれ

らの管理に属する機関又は指定管理者をいう。 

執行機関、公営企業管理者又はこれらに置かれる機関若しくはこれらの管理に

属する機関をいう。 

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。 

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。 

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載

することをいう。 

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載

することをいう。 

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。 

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。 

(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関等に対して行わ

れる通知をいう。この場合において、経由機関（条例等の規定に基づき他の市

の機関等又は民間事業者を経由して行われる申請等における当該他の市の機関

等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請

等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経

由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける市の機関等に対して行われる

ものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この条例の規定を適用する。 

(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関に対して行われ

る通知をいう。 

(7) 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）

の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知（不特定の者に対

して行うものを除く。）をいう。この場合において、経由機関（条例等の規定

に基づき他の市の機関等又は民間事業者を経由して行う処分通知等における当

該他の市の機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があると

きは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う市の機関等が経由機

関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける

者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この条例の

規定を適用する。 

(7) 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）

の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関が行う通知（不特定の者に対し

て行うものを除く。）をいう。 
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(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録さ

れている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 

(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録され

ている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 

(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成

し、又は保存することをいう。 

(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し又

は保存することをいう。 

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 (10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

（電子情報処理組織による申請等） （電子情報処理組織による申請等） 

第３条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により

行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定

にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織（市

の機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続

等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組

織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。 

第３条 市の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書

面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、

規則で定めるところにより、電子情報処理組織（市の機関の使用に係る電子計算

機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請等をする者の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行わせるこ

とができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当

該申請等に関する他の条例等に規定する方法により行われたものとみなして、当

該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

２ 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行う

ものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われ

たものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請

等を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録が

された時に当該市の機関等に到達したものとみなす。 

３ 第１項の規定により行われた申請等は、同項の市の機関の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関に到達したものとみ

なす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすること

が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場

合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理

組織を使用した個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人

番号カードをいう。以下同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措

置であって規則で定めるものをもって代えることができる。 

４ 第１項の場合において、市の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定に

より署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわら

ず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署

名等に代えさせることができる。 

５ 申請等をする者について対面により本人確認をすべき事情がある場合、申請等  
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に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当

該申請等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困

難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、

規則で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各

項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた申請等」とあるの

は、「行われた申請等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。

以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

（電子情報処理組織による処分通知等） （電子情報処理組織による処分通知等） 

第４条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面

等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例

等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理

組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける

者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式に

よる表示をする場合に限る。 

第４条 市の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定

により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にか

かわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織（市の機関の使用に係

る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処

分通知等に関する他の条例等に規定する方法により行われたものとみなして、当

該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。 

２ 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等に

より行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等

により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用す

る。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該

処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録が

された時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 

３ 第１項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等

を受ける者に到達したものとみなす。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等を

することが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法によ

り行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名

又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることがで

きる。 

４ 第１項の場合において、市の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規

定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかか

わらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当

該署名等に代えることができる。 
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５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をすべき事情がある場合、

処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合

その他の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法によ

り行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定

める場合には、規則で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外

の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われ

た処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等（第５項の規定により前項の

規定を適用する部分に限る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」とす

る。 

 

（電磁的記録による縦覧等） （電磁的記録による縦覧等） 

第５条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により

行うことが規定されているもの（申請等に基づくものを除く。）については、当

該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電

磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことがで

きる。 

第５条 市の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書

面等により行うこととしているもの（申請等に基づくものを除く。）については、

当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の縦覧等に

代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載し

た書類の縦覧等を行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等につい

ては、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものと

みなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

２ 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行う

ものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われ

たものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

（電磁的記録による作成等） （電磁的記録による作成等） 

第６条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により

行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規

則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 

第６条 市の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書

面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、

規則で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記

録の作成等を行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の

条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の

当該作成等に関する条例等の規定を適用する。 

２ 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行う

ものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われ

たものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。 
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３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすること

が規定されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等に

ついては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置で

あって規則で定めるものをもって代えることができる。 

３ 第１項の場合において、市の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定に

より署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわら

ず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署

名等に代えることができる。 

（適用除外） （適用除外） 

第７条 次に掲げる手続等については、第３条から前条までの規定は、適用しない。 第７条 別表の左欄に掲げる条例の同表の中欄に掲げる規定に基づく申請等又は処

分通知等については、それぞれ同表の右欄に定めるこの条例の規定は、適用しな

い。 

(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認す

る必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付

ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないも

のとして規則で定めるもの 

 

(2) 手続等のうち、当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規

定されているもの（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項又は前条第１

項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。） 

 

（添付書面等の省略）  

第８条 申請等をする者に係る市の機関等が定める書面等であって当該申請等に関

する他の条例等において当該申請等に際し添付することが規定されているものに

ついては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする者

が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって

当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組

織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照

することができる場合には、添付を要しないこととすることができる。 

 

（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表） （手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表） 
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第９条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる市の機

関等に係る申請等及び処分通知等その他のこの条例の規定による情報通信技術を

活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法

により公表するものとする。 

第８条 市長は、少なくとも毎年度１回、市の機関が電子情報処理組織を使用して

行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定によ

る情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の

方法により公表するものとする。 

（委任）  

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 １ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成16年規則第43号で平成16年10月１日から施行） （平成16年規則第43号で平成16年10月１日から施行） 

（つくば市行政手続条例の一部改正） （つくば市行政手続条例の一部改正） 

２ つくば市行政手続条例（平成９年つくば市条例第51号）の一部を次のように改

正する。 

２ つくば市行政手続条例（平成９年つくば市条例第51号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 〔次のよう〕略 

 別表（第７条関係） 

 つくば市選挙公報発行条例（昭和63年つくば

市条例第２号） 

第３条第１項 第３条 

つくば市印鑑条例（平成２年つくば市条例第3

1号） 

第４条、第９条及び第11

条 

第３条 

 

 




